
ガス事業法の水素ガスの付臭義務に係る
規制改革の検討状況について

令和５年４月２６日
経済産業省 産業保安グループ

ガス安全室

資料

1

CO907012
テキストボックス
R5.4.26WGヒアリング　経済産業省提出資料②　ガス事業法の水素ガスの付臭義務に係る規制改革について



機密性○

１

これまでの経緯と今後の対応

 愛知県・常滑市からのガス事業法の水素ガスの付臭義務に係る規制改革提案について、国家戦略特区ワーキ
ンググループ（令和３年１０月開催）で御議論いただいた。

 その後、国家戦略特区諮問会議（令和４年３月開催）において「追加の規制改革事項等」として「水素導管
に関する基準の明確化※」が盛り込まれた。
※（水素導管に関する基準の明確化）

水素の社会実装に向けて、基準の明確化といった課題等についての検討を行うとともに、必要な規制の見直し等について今年度実施する調査研究結果を踏まえて、検討を加速化させる。

【今後の対応（措置予定）】

 水素導管に係る事業については、愛知県・常滑市から提案があったスーパーシティ
候補対象地区での水素利用など、各地において様々な提案・構想あり。

 これらに機動的に対応するために、現行の技術基準（省令）で求める技術以
外についても審査できる仕組み（大臣特認制度）を設けることとし、今後、関係
省令に本制度を措置する予定。

 本制度の措置については、産業構造審議会保安・消費生活用品安全分科会
ガス安全小委員会（令和５年３月開催）において了承を得たところ。

【これまでの経緯】
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１．現状と対応の方向性（案）

 現行のガス事業法ではガス種の限定等はないものの技術基準（省令）では燃焼性の確認（カロリー確認）を求め
ているところ、晴海選手村地区での水素導管供給事業が今後行われる予定（そのため省令の改正等を予定）。

 そのような事業に対し、機動的に対応するためには、現行の技術基準（省令）で求める技術以外についても審査
できる仕組みが必要ではないか。

 上記仕組みに係る制度的な措置として、高圧ガス保安法や火薬類取締法では「大臣特認制度」が既に措置されて
いるものの、ガス事業法では措置されていないため、今後、関係省令に同制度を措置する方向で検討したい（対象
条文の考え方等は、ガスに係る規制を行っている高圧ガス保安法に倣うことを想定）。

 そのため、どのような制度設計が良いか、関係団体等と議論していきたい。

２．具体的な大臣特認の制度（案）

（１）制度の立て付け

 技術基準（省令）以外でも安全性が担保されることを、事業者（申請者）が科学的なデータ等を用いて自ら立
証し、それを経済産業省が主催する「有識者により構成された審議の場」において審査することとしてはどうか。審査
の結果、申請内容の安全性が認められれば、事業者（申請者）の申請に基づき、国が「規定に依らない場合」とし
て認めることとしてはどうか。

（２）審査基準

 扱う技術や物質の特性を十分に踏まえつつ、現行の省令で担保されているレベルと同等以上の安全性の確保等
を認定の基準としてはどうか。

（３）審査体制

 特認申請の審査については、ガス事業法と同様、各監督部による権限が存在する火薬類取締法の審査方法に倣
い、ガス安全小委員会の下部組織としてワーキンググループを設置することとしてはどうか。
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